
  

      2023年 2月 28日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 ブ イ キ ュ ー ブ 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 間下  直晃 

（コード番号：3681 東証プライム） 

問合せ先 取締役 CFO 経営企画本部長 山本  一輝 

（TEL. 03-6625-5011） 

 

（訂正・数値データ修正）  

「 2022 年 12 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について  

 

  当社は、2023年 2月 14日に公表いたしました「2022年 12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」

に一部訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり

訂正いたします。 

 

記 

 

 

１． 訂正の理由 

「2022年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に、記載の誤りがあることが判明したため訂

正するものであります。 

 

２．訂正の内容 

訂正箇所は以下のとおりです。 

 

＜添付資料＞ 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

【訂正前】 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 2021年１月１日 
 至 2021年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 2022年１月１日 
 至 2022年12月31日) 

特別損失   

減損損失 475,282 447,576 

子会社清算損 77,469 － 

その他 15,080 33,388 

特別損失合計 567,832 480,965 

 

【訂正後】 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 2021年１月１日 
 至 2021年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 2022年１月１日 
 至 2022年12月31日) 

特別損失   

減損損失 475,282 395,647 

子会社清算損 77,469 － 

和解金 － 51,929 

その他 15,080 33,388 

特別損失合計 567,832 480,965 

 

  



 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 2021年１月１日 
 至 2021年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 2022年１月１日 
 至 2022年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 665,071 131,933 

減価償却費 1,032,560 920,577 

減損損失 475,282 499,506 

のれん償却額 198,009 343,803 

持分法による投資損益（△は益） 34,675 22,866 

投資有価証券評価損益（△は益） △1,357 △7,004 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 726 17,666 

賞与引当金の増減額（△は減少） △118,516 △25,820 

受取利息 △2,183 △4,026 

支払利息 34,692 44,937 

為替差損益（△は益） 25,245 8,911 

売上債権の増減額（△は増加） 153,310 68,938 

前渡金の増減額（△は増加） 96,757 47,956 

仕入債務の増減額（△は減少） 82,215 △60,324 

前受金の増減額（△は減少） △56,247 24,439 

前払費用の増減額（△は増加） △167,250 △226,640 

未払消費税等の増減額（△は減少） △124,946 120,548 

その他 △103,284 △12,737 

小計 2,224,760 1,915,530 

 

 

【訂正後】 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 2021年１月１日 
 至 2021年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 2022年１月１日 
 至 2022年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 665,071 131,933 

減価償却費 1,032,560 920,577 

減損損失 475,282 395,647 

のれん償却額 198,009 343,803 

持分法による投資損益（△は益） 34,675 22,866 

投資有価証券評価損益（△は益） △1,357 △7,004 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 726 17,666 

賞与引当金の増減額（△は減少） △118,516 △25,820 

受取利息 △2,183 △4,026 

支払利息 34,692 44,937 

為替差損益（△は益） 25,245 8,911 

売上債権の増減額（△は増加） 153,310 68,938 

前渡金の増減額（△は増加） 96,757 47,956 

仕入債務の増減額（△は減少） 82,215 △60,324 

前受金の増減額（△は減少） △56,247 24,439 

前払費用の増減額（△は増加） △167,250 △226,640 

未払消費税等の増減額（△は減少） △124,946 120,548 

その他 △103,284 91,121 

小計 2,224,760 1,915,530 

 

 

  



 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

【訂正前】 

当連結会計年度（自 2022年１月１日 至 2022年12月31日） 

     （単位：千円） 

 
エンタープラ

イズDX事業 

イベントDX事

業 

サードプレイ

スDX事業 
全社・消去 合計 

減損損失 395,647 － 51,929 － 447,576 

 

【訂正後】 

当連結会計年度（自 2022年１月１日 至 2022年12月31日） 

     （単位：千円） 

 
エンタープラ

イズDX事業 

イベントDX事

業 

サードプレイ

スDX事業 
全社・消去 合計 

減損損失 395,647 － － － 395,647 

 

 

（重要な後発事象） 

【訂正前】 

該当事項はありません。 

 

【訂正後】 

（新株予約権の発行） 

Ⅰ．ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 

 当社は 2023 年 2 月 14 日に 2023 年 12 月期から 2025 年 12 月期を対象期間とする中期経営

計画を発表いたしました。この中期経営計画の達成及び中長期的な企業価値の増大を目指すことを目

的として、有償ストック・オプション及び無償ストック・オプションとして新株予約権を発行するも

のであります。 

なお、本新株予約権が全て行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済み株式数の 

3.1%に相当し、既存株主の保有株式に対して一定程度希薄化することとなります。しかしながら、本

新株予約権は、予め定める業績目標の達成が行使条件であり、その目標が達成されることは、当社グ

ループの企業価値・株主価値の向上に資するものであり、既存株主の利益にも貢献できるものと認識

しております。従いまして、本新株予約権の発行による株式の希薄化の規模は合理的な範囲のものと

考えております。 

Ⅱ．有償ストック・オプションの発行要項 

１．新株予約権の名称 株式会社ブイキューブ 第 17 回新株予約権 

２．新株予約権の数 2,500 個 

 なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株

式 250,000 株とし、下記４．（１）により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、

調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 

３．新株予約権と引換えに払い込む金銭 

本新株予約権１個あたりの発行価額は、2,500 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関であ

る株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション

価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したも

のである。 

４．新株予約権の内容 

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普

通株式 100 株とする。 

 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当



 

てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。

ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的

である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切

り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率 

 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場

合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲

で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。 

（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法 

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行

使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値（取引

が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値）とする。 

 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額  × 
１ 

分割（または併合）の比率 

 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行

または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分

または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を

除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

 

    既発行 

株式数 
＋ 

新規発行 

株式数 
× 

１株あたり 

払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

新規発行前の１株あたりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

 

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から

当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の

処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとす

る。 

 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは

株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当

社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 

（３）新株予約権を行使することができる期間 

 本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、2026年４月１

日から 2031年３月31日までとする。 

（４）増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記

①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

（５）譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと

する。 

（６）新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、2025 年 12 月期から 2027 年 12 月期までのいずれかの期において、

当社の連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書）に記載され

た売上高が、180 億円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができ

る。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績

に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書（連結損益計算書を

作成していない場合には損益計算書）に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではな



 

いと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除

し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。 

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、

監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総

数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 

５．新株予約権の割当日 2023年３月１日 

６．新株予約権の取得に関する事項 

（１）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしく

は分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計

画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場

合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取

得することができる。 

（２）新株予約権者が権利行使をする前に、上記４.（６）に定める規定により本新株予約権の行

使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使がで

きなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。 

７．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または

株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の

効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第１項第８号イから

ホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそ

れぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計

画において定めた場合に限るものとする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記４．（１）に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を

勘案のうえ、上記４．（２）で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上

記７．（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じ

た額とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

 上記４．（３）に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い

日から上記４．（３）に定める行使期間の末日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項 

 上記４．（４）に準じて決定する。 

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。 

（８）その他新株予約権の行使の条件 

 上記４．（６）に準じて決定する。 

（９）新株予約権の取得事由及び条件 

 上記６に準じて決定する。 

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

８．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 



 

 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 

９. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 2023年３月１日 

10．申込期日 2023年２月27日 

11．新株予約権の割当てを受ける者及び数（予定） 当社の取締役及び子会社の取締役 ６名 2,500 

個 

 

Ⅲ．無償ストック・オプションの発行要項 

１．新株予約権の名称 株式会社ブイキューブ 第 18 回新株予約権 

２．新株予約権の数 5,200 個 

 なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株

式 520,000 株とし、下記４．（１）により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、

調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 

３．新株予約権と引換えに払い込む金銭 

 本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルによ

り算定される公正な評価額とする。ただし、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同

額の報酬債権（当社の子会社については子会社が割当てを受ける者に対して付与した報酬債権を当

社が債務引受したもの）と相殺する。 

４．新株予約権の内容 

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普

通株式 100 株とする。 

 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当

てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。

ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的

である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切

り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率 

 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場

合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲

で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。 

（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法 

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株あたりの払

込金額（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。 

 行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値（取

引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値）とする。 

 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額  × 
１ 

分割（または併合）の比率 

 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行

または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分

または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を

除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

    既発行 

株式数 
＋ 

新規発行 

株式数 
× 

１株あたり 

払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

新規発行前の１株あたりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から

当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の

処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとす

る。 

 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは

株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、当社



 

は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 

（３）新株予約権を行使することができる期間 

 本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、2026年４月１

日から2031年３月31日とする。 

（４）増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記

①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

（５）譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと

する。 

（６）新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、2025年12月期から2027年12月期までのいずれかの期において、当社の連

結損益計算書に記載された売上高が180億円を超過した場合、もしくは損益計算書に記載さ

れた売上高が140億円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができ

る。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績

に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書及び損益計算書に記

載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は

合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うこ

とができるものとする。 

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、

監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総

数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 

５．新株予約権の割当日 2023年３月１日 

６．新株予約権の取得に関する事項 

（１）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしく

は分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計

画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場

合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取

得することができる。 

（２）新株予約権者が権利行使をする前に、上記４.（６）に定める規定により本新株予約権の行

使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使がで

きなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。 

７．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または

株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の

効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第１項第８号イから

ホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそ

れぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計

画において定めた場合に限るものとする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記４．（１）に準じて決定する。 



 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を

勘案のうえ、上記４．（２）で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上

記７．（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じ

た額とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

 上記４．（３）に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い

日から上記４．（３）に定める行使期間の末日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項 

 上記４．（４）に準じて決定する。 

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。 

（８）その他新株予約権の行使の条件 

 上記４．（６）に準じて決定する。 

（９）新株予約権の取得事由及び条件 

 上記６に準じて決定する。 

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

８．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 

 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 

９．申込期日 2023年２月27日 

10．新株予約権の割当てを受ける者及び数（予定） 

 当社の従業員及び子会社の取締役 21名 5,200個 

 


